
奈良県公安委員会審査請求手続規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和５年３月３１日

奈良県公安委員会

委員長 向 井 利 明

奈良県公安委員会規則第４号

奈良県公安委員会審査請求手続規則の一部を改正する規則

奈良県公安委員会審査請求手続規則（平成２８年３月奈良県公安委員会規則第４号）

の一部を次のように改正する。

第５条第１項中「第９条第３項」の次に「又は個人情報の保護に関する法律（平成１

５年法律第５７号。第６条第１項及び第２項並びに第２８条において「個人情報保護法

」という。）第１０６条第２項」を加える。

第６条第１項及び第２項中「第９条第３項」の次に「又は個人情報保護法第１０６条

第２項」を加える。

第２８条中「奈良県情報公開条例（平成１３年３月奈良県条例第３８号）第１８条の

３」を「個人情報保護法第１０６条第１項」に、「奈良県個人情報保護条例（平成１２

年３月奈良県条例第３２号）第３９条の３」を「奈良県情報公開条例（平成１３年３月

奈良県条例第３８号）第１８条の３」に改める。

附 則

この規則は、令和５年４月１日から施行する。
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